
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ先 県庁農山漁村計画課 農山漁村振興担当 TEL 023-630-2416 

農
業
関
連
施
設
っ
て
ど
ん
な
も
の
？ 

身
近
に
あ
る
一
例
を
見
て
み
よ
う
！ 

◎ 水門 
   川より水を取水する入り口となる。 

◎ 揚水機（ポンプ） 
   川の水を汲み上げ導水を行う。 

◎ 円筒分水工 
   水を必要な系統ごとに分岐させる。 

◎ 水路 
   田んぼに使う用水や排水を導水する。 

① 組織の設立 

② 計画の策定 

③ 申請書類の提出 

④ 活動の実施 

⑤ 活動の記録・報告 

活動を実施する組織を設立します。 

地域で取り組むそれぞれの活動の計画を策定します。

市町村と協定を結ぶなどの手続を行い、組織から地域

協議会又は都道府県へ申請を行います。 

交付金を受け、計画に基づき、活動を実施します。 

日々の活動の作業内容や金銭の収支等を記録します。 

当該年度の記録をとりまとめて報告書を作成し、市町村に提出します。

農地・水保全管理支払交付金制度の紹介 

農地・水保全管理支払交付金制度 

地域共同による農地・農業用水等の資源

と地域環境の保全を行う取り組みに対し

て支援する制度。 

この制度を活用し、地域活動により農村

地域の抱える問題を解決しよう！ 
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農
業
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
為
に
は
用

排
水
路
を
代
表
と
し
て
、
揚
水
機
（
ポ

ン
プ
）
や
た
め
池
な
ど
多
く
の
施
設
が

必
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
設
備
の
多
く

は
、
橋
梁
や
ト
ン
ネ
ル
な
ど
の
イ
ン
フ

ラ
と
同
様
に
年
々
老
朽
化
し
て
き
て
お

り
、
補
修
や
更
新
が
必
要
な
も
の
が
多

く
な
っ
て
き
て
い
る
。
施
設
管
理
の
方

法
と
し
て
、
過
去
に
は
、
壊
れ
た
も
の

か
ら
順
次
更
新
し
て
い
く
方
法
が
と
ら

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
在
は
多
く
の

費
用
が
発
生
す
る
更
新
を
行
う
こ
と
は

極
力
避
け
ら
れ
て
お
り
、
変
わ
っ
て
施

設
の
長
寿
命
化
を
は
か
る
取
り
組
み
が

行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
は

維
持
管
理
費
用
の
平
準
化
を
目
指
す
上

で
も
大
切
に
な
っ
て
き
て
い
る
。 

農
業
施
設
の
多
く
は
、
日
常
的
に
は

土
地
改
良
区
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い

る
が
、
多
く
の
人
手
が
必
要
と
な
る
場

合
は
、
組
合
員
の
人
々
が
一
丸
と
な
っ 

て
作
業
す
る
こ
と
も
あ
る
。 

外
来
生
物
（
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
）
の
駆

除
作
業
も
そ
う
い
っ
た
活
動
の
一
つ
と

し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
施
設
の
適
正
な

管
理
を
促
す
だ
け
で
な
く
、
生
態
系
の

保
全
を
は
か
る
上
で
も
貢
献
し
て
い

る
。
施
設
管
理
を
通
し
て
、
環
境
の
変

化
に
気
づ
く
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。 
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